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○平戸市やらんば市民活動サポート事業補助金交付要綱 

平成24年５月29日 

告示第60号 

改正 令和３年３月23日告示第15号 

令和４年３月25日告示第19号 

令和５年３月27日告示第４号 

令和６年６月18日告示第75号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、平戸市において公益的な活動を行う市民活動団体に対し、さらなる

活動の促進を図り、もって協働によるまちづくりの推進に資するため、予算の範囲内で

平戸市やらんば市民活動サポート事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するも

のとし、その交付については、平戸市補助金等交付規則（平成17年平戸市規則第43号。

以下「規則」という。）及びこの告示の定めるところによる。 

（一部改正〔令和６年告示75号〕） 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する市民活動団体とする。 

(1) 当該団体が会員５名以上で構成されていること。 

(2) 当該団体が政治活動、宗教活動を目的としていないこと。 

(3) 別表１に掲げる団体であること。 

（補助金対象事業部門） 

第３条 この補助金の目的を達成するために、次に掲げる対象事業部門を設定する。 

(1) はじめの一歩部門 

(2) 活動ステップアップ部門 

（一部改正〔令和４年告示19号〕） 

（補助対象事業、補助額等） 

第４条 この補助金の対象となる事業は、別表２に掲げる分野に関する事業とする。 

２ 補助対象経費及び補助額等は、別表１のとおりとする。 

（事業計画書の提出） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、平戸市やらんば市民活動サポー

ト事業計画書及び添付書類を市長に提出しなければならない。 

２ 交付決定前に事業を実施する場合は、事業計画書に平戸市やらんば市民活動サポート

事業早期着手予定調書（様式第１号）を添付するものとする。 

（補助金の交付に対する審査の実施） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を確認のうえ

受理するものとする。 

２ 市長は、前項で受理した申請に対する補助金の交付の適否及び補助金の額の決定に際

し、平戸市ひらど生き活きまちづくり推進委員会（以下「委員会」という。）の審査に

付すことができる。 

３ 市長は、委員会の審査結果を受け事業承認の可否について決定し、その結果を事業計

画書を提出した者に通知するとともに、団体名、事業内容及び交付金額を公表するもの



2/12 

とする。 

（一部改正〔令和３年告示15号・５年４号〕） 

（申請に付すべき書類） 

第７条 規則第４条の規定により申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 団体調書（様式第４号） 

(4) 団体の会員名簿 

(5) 団体の会則、規約又は定款 

(6) 団体の直近の収支決算書又は収支予算書 

(7) その他事業に要する見積書及び市長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第８条 規則第13条の規定による実績報告は、事業終了後速やかに市長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 事業実績報告書（様式第２号） 

(2) 収支精算書（様式第３号） 

(3) 事業に対する対象部門の実績評価表（様式第５号） 

(4) 事業に要した経費を証するもの 

(5) 事業の実施を証した写真 

(6) その他市長が必要と認める写真 

（事業評価） 

第９条 市長は、前条の規定により実績報告があった場合は、速やかにその内容を確認の

うえ、受理するものとする。 

２ 市長は、前条で受理した実績報告について、補助事業の評価について、委員会の評価

に付すことができる。 

３ 市長は、前項の評価結果を補助対象者に通知するとともに、団体名、事業評価を公表

するものとする。 

（一部改正〔令和３年告示15号〕） 

（事後調査） 

第10条 市長は、補助金を交付した団体に対し、補助金交付の効果を把握するため事後調

査をすることができる。 

２ 補助金の交付を受けた団体は、前項に規定する調査に協力しなければならない。 

（帳簿等の備付け） 

第11条 補助対象者は、当該補助事業等に関する帳簿を備え、その収入額及び支出額を記

載するとともに、その内容を証する書類を５年間保管し、補助金の使途を明らかにして

おかなければならない。 

（各対象事業部門との関係） 

第12条 補助対象者は、複数の事業部門を同一年度に申請できないものとする。 

２ はじめの一歩部門は、過去に他の事業部門の補助事業者となったことがある団体は、
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申請できないものとする。 

３ 活動ステップアップ部門は、過去にはじめの一歩部門以外の他の事業部門の補助対象

事業者となったことがある団体は、他の事業部門と合わせて通算４回以上となる場合は、

申請できないものとする。 

（一部改正〔令和４年告示19号〕） 

（他の補助金等との関係） 

第13条 市長は、本補助金と同一の補助対象経費について、国、県が交付する補助金等を

受給している場合は、本補助金を交付しないものとする。 

（その他） 

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行し、平成24年４月１日から適用する。 

（平戸市地域コミュニティ活動推進事業補助金要綱の廃止） 

２ 平戸市地域コミュニティ活動推進事業補助金要綱（平成20年平戸市告示第42号）は廃

止する。 

（経過措置） 

３ この告示の施行の際、現に廃止前の平戸市地域コミュニティ活動推進事業補助金交付

要綱（平成20年平戸市告示第42号）第４条第３項の規定により補助を受けている団体に

対する補助の回数は、この告示の当該規定によりなされた補助の回数とみなす。 

附 則（令和３年３月23日告示第15号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月25日告示第19号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月27日告示第４号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年６月18日告示第75号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

別表１（第２条、第４条関係） 

（全部改正〔令和４年告示19号〕） 

番号 事業区分（部門） 補助要件 補助対象経費 補助回数 補助金・補助率 

１ はじめの一歩 設立後３年未満の

団体が、その活動

の基盤強化を図る

ために行う事業 

謝金 

旅費 

消耗品費 

印刷製本費 

材料費 

燃料費 

通信運搬費 

保険料 

１団体につ

き１回とす

る。 

対象経費から当

該事業にかかる

収入を差し引い

た額の２／３以

内とし、20万円を

限度とする。 

２ 活動ステップア

ップ 

１年以上継続して

活動している団体

１団体につ

き通算３回

対象経費から当

該事業にかかる
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が、自らのその資

質を向上させ、そ

の活動の拡大を図

るために行う事業 

手数料 

使用料 

賃借料 

備品購入費 

までとする。収入を差し引い

た額の１／２以

内とし、50万円を

限度とする。 

備考 

１ 旅費は、平戸市職員旅費支給条例（平成17年平戸市条例第45号）別表１の旅費額に

準じるものとする。 

２ 備品購入費は、事業実施に必要不可欠でかつ長期に使用する物品であって、パソコ

ン、カメラ等、他の事業において使用可能な汎用性の高いものは対象外とする。 

別表２（第４条関係） 

分

野 

活動内容 活動例 

１ 保健、医療又は福祉の推進を図る活動 高齢者・障がい者への自立支援、高齢者への配

食サービス、緊急医療の普及、在宅家事援助 

２ 社会教育の推進を図る活動 総合学習支援、生涯学習推進 

３ まちづくりの推進を図る活動 地域おこし、町づくり・活性化、花いっぱい運

動 

４ 観光の振興を図る活動 観光客受入れ促進、観光案内（ガイド）、人材

育成 

５ 農林漁村又は中山間地域の振興を図る

活動 

地域おこし、まちづくり活性化 

６ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

を図る活動 

学術、文化、芸術又はスポーツの振興および交

流促進を図る活動 

７ 環境の保全を図る活動 自然環境整備・保護、河川浄化、水質汚染調査、

環境教育、森林保全 

８ 災害救援活動 防災知識の普及・啓発、減災活動、災害時の支

援 

９ 地域安全活動 交通安全活動、地域間情報促進支援、地域自主

防災会支援、防犯活動 

10 人権擁護又は平和の推進を図る活動 こどもの虐待防止、ホームレスの生活支援、人

権擁護、平和の推進 

11 国際協力の活動 留学生支援、国際交流推進、多文化共生の推進、

日本語学習支援 

12 男女共同参画社会の形成の推進を図る

活動 

女性の社会参画サポート、セクハラ・DV など

の防止 

13 子どもの健全育成を図る活動 ボーイスカウト、ガールスカウト、不登校・ひ

きこもり相談・支援、子育支援 

14 情報化社会の発展を図る活動 情報化促進活動、ITネットワークの構築、パソ

コン技術習得支援 
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15 科学技術の振興を図る活動 科学技術振興・教育・交流 

16 経済活動の活性化を図る活動 起業相談、経営相談、人材育成 

17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を

支援する活動 

就労支援、職業訓練、求人情報の提供 

18 消費者の保護を図る活動 消費者保護、商品知識の普及・啓発 

19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営

又は活動に関する連絡、助言又は援助

の活動 

市民活動の支援（組織運営、企画立案、情報提

供等） 

20 前各号に掲げる活動に準ずる活動とし

て都道府県又は指定都市の条例で定め

る活動 

都道府県又は指定都市の条例で定める市民活

動の支援 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第７条、第８条関係） 

様式第３号（第７条、第８条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

（全部改正〔令和４年告示19号〕） 

 


